
1. はじめに 

今回は最近の相続税の財産評価をめぐり、家屋の評

価で特別の事情が認められるかどうかが問われた裁判

例を取り上げます。 

2. 相続税の家屋評価 

相続税の計算をする場合には、不動産や株式などの

現物の相続財産については、金銭的価値を見積もり評

価する必要があります。この際に指針となるのが、国

税庁の財産評価基本通達（以下、財基通という）です。 

財基通の評価の原則１⑵では「財産の価額は、時価

によるものとし、時価とは、課税時期（中略）におい

て、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事

者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認

められる価額をいい、その価額は、この通達の定めに

よって評価した価額による」とされています。評価の

際には「財産の評価に当たっては、その財産の価額に

影響を及ぼすべきすべての事情を考慮する」（財基通１

⑶）ことになっています。 

さて、家屋の評価は「その家屋の固定資産税評価額（地

方税法第 381 条(固定資産課税台帳の登録事項)の規定

により家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登録

された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下この章

において同じ。）に別表 1に定める倍率を乗じて計算し

た金額によって評価」します（財基通 89からの引用）。 

固定資産評価基準（以下、評価基準という）における

家屋の評価方法は、建物の構造や設備などの所定の部分

について評点数をつけ積算し、建築後の年数に応じた経

年減点補正率と評価の年の評点 1 点当たりの金額を乗

じて評価額を求めます。また必要に応じて損耗減点補正、

需給事情による減点補正が出来ます（評価基準第2章）。 

そして、①評価基準及び財基通が、評価方法として

合理的であること、②評価基準・財基通の通りに家屋

が評価されていること、③明らかに「時価」を超えて

いないこと、④評価基準・財基通により評価すること

が適切ではない特別の事情がないこと、この 4 つを満

たす限り、評価基準及び財基通による評価が適正な評

価額と推認されるという考え方になっています。 

3. 家屋評価で争いになった裁判例 

 ここで取り上げる家屋の評価の裁判例は、古い家屋の

うち 1戸の評価について、「特別の事情」があるため不動

産鑑定評価額約 300万円で相続税の当初申告、不動産鑑

定評価額約 400 万円で修正申告等をしていた納税者が、

税務署から財基通に基づく評価約 1,800万円で更正され、

争いになった事例です（札幌地裁平成 31 年 3 月 8 日判

決、他の争点もありますがここでは割愛します）。 

4. 納税者の主張 

 納税者は概略「築後約 20年から 40年が経過したも

のであり、老朽化が見受けられるものであるから、そ

の評価に際しては、必要な経年減価が行われるべきで

ある。しかし、評価基準及び財基通においては、最低

20%という高い補正率（経年減点補正率）が採用され

ており、減価が不十分なものとなっている」と指摘し、

特別の事情があるとしました。 

そのうえで納税者は「「時価」（中略）の算定方法は

評価通達の定める評価方式に限られるものではなく、

不動産鑑定評価によってその算出を行うことも可能」

との考えで不動産鑑評価額が「客観的な交換価値を反

映した評価である」と主張しました。 

5. 裁判所の判断 

裁判所は「評価基準により算出された価額を基にし

て家屋の評価を行う評価通達の定めも、家屋の客観的

な交換価値を算出する方法として一般的な合理性を有

するもの」と認めました。 

そのうえで、納税者が「経年減点補正率の下限が

20 %と極めて高く、家屋の実際の取引価格との帯離が

著しく大きい」ことから評価方法として、一般的な合

理性がないと指摘した点について、裁判所は経年減点

補正率だけでは適当と認められない場合に個別事情を

踏まえた減点補正ができることから「評価基準の一般

的な合理性を否定する事情にはならない」としました。 

また鑑定評価額と財基通に基づく評価額に乖離があ

ることについて裁判所は、「時価を評価する方法として

客観的で、一義的なものがあるわけではなく、その評

価額にも自ずと一定の幅が生じることは避けられない。

（中略）相続財産について評価通達の定める評価方法

によって算出した額が不動産鑑定評価基準に則って鑑

定した額を上回る場合であっても、それはいずれも合

理性を有する異なる評価（の）基準を用いて算出した

結果が異なるものであることを意味しているにすぎず、

評価通達の定める評価方式によって時価を適切に算定

することができない特別の事情があることを推認させ

るものではない」として納税者の主張を退けています

（判決文書からの引用、（）括弧内・下線部は筆者加筆）。 
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